
厚生労働科学研究費補助金 （成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
分担研究報告書 

 
- 87 - 

 

要支援妊婦の抽出を目的とした医療機関における「問診票を用いた 
情報の把握」および行政機関との連携方法の開発 

 

研究分担者 松田 義雄 （独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院） 

研究協力者 川口 晴菜 （大阪府立母子保健総合医療センター産科） 

研究協力者 米山 万里枝（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科） 

 

ハイリスク母児（要支援家庭：社会的・精神的な支援が必要な妊婦や家庭）への早期介入を目

的とした妊娠中からの支援方法について検討してきたこれまでの研究結果から、「ハイリスク母

児を抽出し、妊娠中からの支援を行うためには、行政機関での母子健康手帳交付時の質問紙調査

や面談だけでは不十分で、医療機関や行政機関双方が母の不安について聞き取り、連携支援する

ことが重要である」と考えられた。そして、以下のような具体的連携方法を提案した。 

・ 医療機関・行政機関双方で、妊婦への初回コンタクトの際にスクリーニングを行う。 

・ その後、妊婦との定期的なコンタクトがある医療機関が、妊婦健康診査の際に、初期・中期・

後期・分娩直後・産後 2週間健診・産後 1か月健診のタイミングで助産師や看護師との面談・

保健指導を実施し、その都度必要な症例を行政に連絡し、お互いの情報をフィードバックす

る。 

・ 支援対象の決定は、行政機関・医療機関において、それぞれ一定のチェックリストを使用し、

スコア化およびカンファレンスで検討したうえで対象を絞り込む。 

・ 連絡の手段としては、妊娠妊婦健康診査受診券を活用し、緊急度の高いものは、電話などを

利用する。また、合同カンファレンスの開催を検討する。 

・ 行政機関あるいは医療機関への情報提供については、基本的には本人の同意を得る。同意の

得られない対象については、要保護児童対策協議会（要対協）の枠組みを利用し、「一旦要

対協に挙げて医療機関・行政機関で情報共有し検討した後、支援の必要性を検討する」とい

う方法もある。 

・ 「看護師・保健師・助産師によってハイリスク母児の抽出が可能になる」ような教育プログ

ラムを構築し、保健指導の充実に繋げる。 

 

関連学会で開催されたシンポジウム「ハイリスク母児への早期介入を目的とした妊娠時からの

支援」では、要支援妊婦を含むハイリスク母児への早期支援にあたって、行政と関係機関との有

機的な連携を推し進めていくことが必須で、その際には異職種間での共通言語による情報共有が

確実にできるコーディネーターが必要であること、そして、助産師の能力の差による格差のない

「意思決定や状況判断を伴う」指導スキルの向上が重要であることが指摘された。 

今年度から始まった新たな研究班では、医療機関においてハイリスク母児を有効に抽出するツ

ールの構築および妊娠中から行政機関との連携をスムーズにするツールを開発した。倫理審査を

済ませたあと、次年度以降にいくつかのモデル地域で、実践し有用性を検討する予定である。開

発したツールを、全国に展開することで、妊娠期から支援の必要な妊婦を有効に抽出し、妊娠中

から行政機関と共同して支援に当たることで、特に 0歳、0か月の子供虐待、産褥期の母親の自

殺や心中を減らすことができることが期待される。 
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A．研究目的 

 『こども虐待による死亡事例等の検証結果等

について児童虐待による死亡事例について』1）

によると、児童虐待による死亡事例は、生後間

もない子どもが多くを占めており、その背景に

母親の育児不安、養育能力の低さや精神疾患、

産後うつなど、妊娠産褥期の母親の問題が関与

することが示されている。このため、平成 23

年 7 月 27 日、妊娠・出産・育児期において、

養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握

し、速やかに支援を開始するために保健・医

療・福祉の連携体制を整備することが重要であ

るとする厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務

課長・母子保健課長連盟通知（雇児総発 0727

第 4 号・雇児母発 0727 第 3 号「妊娠・出産・

育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係

る保健・医療・福祉の連携体制の整備について」）

がなされた。すでに多くの自治体やいくつかの

産科医療機関では、妊娠期から支援の必要な妊

婦を抽出し継続的な支援を行うことで、将来の

児童虐待が予防できると想定し、様々な体制づ

くりを行っている。 

妊娠期から母児の支援を円滑に行うための

方法を構築することを目標とした研究（『平成

25～27 年度厚生労働科学研究費補助金成育疾

患克服等次世代育成基盤研究事業研究』（山縣

班）の分担研究）2）によって、行政機関で妊娠

期からの支援の必要な妊婦の抽出について検

証した。行政機関では、妊婦との関わりは、母

子手帳交付時のみであることが多い。モデル地

区における、妊婦健診届出時の行政機関での質

問紙調査および保健師面談結果と乳幼児 4 ヶ

月健診で継続支援必要例の照合から、行政機関

で妊娠届出時に要支援母児の抽出率は 46％で

あり、妊娠中に行政機関単独で要支援妊婦を抽

出し、必要な支援を行うには限界があることが

示された。また、母子健康手帳の交付時に問診

票や保健師面談を施行していない市町村も存

在する。そもそも、母子健康手帳の配布場所は

利便性の問題から、保健師の常駐する保健福祉

センターのみではなく、保健師のいない市役所

や出張所で事務的に交付されているところも

ある。さらに、母子手帳交付時点では問題がな

かったが、その後の妊娠分娩経過のなかで支援

の必要性が出てくる症例が存在する。一方、医

療機関においては、妊婦が妊婦健康診査を受診

する限りにおいては少なくとも 14 回の面接機

会が存在するため、要支援母児の抽出には医療

機関の役割が大きいと考えられる。平成 27 年

4 月から、妊婦健康診査を子ども・子育て支援

法に基づく地域子ども・子育て支援事業と位置

付け、「妊婦に対する健康診査についての望ま

しい基準」（平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省告

示第 226 号）（母子保健法第 13条第 2項）によ

り少なくとも 14 回の妊婦健康診査の受診およ

び受診券による公費負担を少なくとも 14 回行

うことを定めている。各回の妊婦健康診査にお

いては、①健康状態の把握（妊娠月週数に応じ

た問診、診察等）、②検査計測、③保健指導を

実施することとなっている。保健指導の内容は、

妊娠中の食事や生活上の注意事項等について

具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な

健康の保持に留意し、妊娠・出産又は育児に対

する不安や悩みの解消が図られるようにする

と明示されている。面接でいかに情報を引き出

すかは、面接を担当する看護師、助産師、医師、

保健師のスキルに大きく左右される。医療機関

における要支援妊婦の抽出方法、行政機関との

連携方法を構築することが必要である。 

本研究の目的は、医療機関において要支援母

児を有効に抽出するツールの構築および妊娠

中から行政機関との連携をスムーズにするツ

ールを開発することである。開発したツールを、

全国に展開することで、妊娠期から支援の必要
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な妊婦を有効に抽出し、妊娠中から行政機関と

共同して支援に当たることで、特に 0歳、0か

月の子供虐待、産褥期の母親の自殺や心中を減

らすことができると考えられる。 

また、平成 28 年 10 月には、第 57 回日本母

性衛生学会（東京）で、母子保健に係わる行政

機関および医療機関の保健師、産科医師・助産

師の立場から、ハイリスク母児（要支援家庭）

の抽出および早期介入の現状や取り組みを明

らかにする目的で、妊娠期から早期介入してい

くための行政機関と医療機関の連携方法を検

討するシンポジウム「ハイリスク母児への早期

介入を目的とした妊娠時からの支援」を催した

ので、その結果も合わせて報告する。 

 

B．研究方法 

1．ツールの開発 

・研究のデザイン：前向き観察研究 

・実施期間：倫理委員会承認後～1年 

・実施施設：大阪府、東京都、宮城県のいくつ

かの産科医療機関（具体的な医療

機関については検討中。すでにハ

イリスク母児の抽出、行政機関と

の 連携 を実 施し ている 施設

（GroupA）とそうでない施設

GroupB）の 2群を予定。 

また、対象となる医療機関を受診

する妊婦の居住地である行政機

関。 

・研究のアウトライン 

1）医療機関において、問診票、面接の内容を

受けて、妊娠中から行政機関と情報共有し

ながら支援に当たることについての同意書

の取得 

2）医療機関において初診時、中期、後期、産

後 1 か月健診の際に問診票および面談を施

行する。 

ツール①：妊娠初期用問診票＋チェックリスト  
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ツール②：妊娠中期用問診票＋妊娠中期チェッ

クリスト 

施行時期：妊娠 20週前後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール③：妊娠後期用問診票＋妊娠後期チェッ

クリスト 

施行時期：妊娠 36週前後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール④：産後 1か月健診問診票、エジンバラ

産後うつ質問票 

施行時期：産後 1か月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）問診票、面談から得られる因子についてス

コア化を行う。 

4）スコアをもとに、行政機関に連絡する対象

を選出する。 

5）行政機関に介入を依頼し、その結果は行政

機関から報告を受ける。 

6）行政機関での母子手帳交付時の情報から、

医療機関に連絡する症例を抽出する。 

ツール⑤ 
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7）行政機関から医療機関に情報照会を行う。 

8）行政機関で実施される乳幼児健診の際に問

診票および保健師、助産師、看護師による

面談を行い、継続支援の有無を判断する。 

ツール⑥（すでに実施している行政機関が多い

ため、市区町村ごとに独自の問診票を利用する。

以下の問診票は参考である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9）ツール①～③と④、①～④と⑥の比較 

 

・観察および検査項目とデータの収集方法 

以下の情報を診療録、問診票（ツール①～④）、

面談から収集し、それぞれに点数をつける。点

数配分については、開始前に以下に示す通り決

定する。この点数配分については、明確な根拠

がない状態である。今回の研究の副次評価項目

として保健師、助産師、看護師が面談から支援

必要と判断した対象において問診票の結果と

照合し、割り振った点数の妥当性、行政機関へ

の連絡の必要があるとする合計点数を評価す

る。 

 

【1】基礎情報から 

（1） 高校生、40歳以上の初産  1 点 

（2） 中学生以下  2 点 

（3） 初診時週数：20週以降  2 点 

（4） 精神疾患合併、知的障害  2 点 

（5） 多産：今回 5人目以上  1 点 

（6） 多胎  1 点 

（7） 人種 日本人以外+日本語不可  1 点 

（8） 妊婦健診の受診が通常以下、予約外受診

多い  1 点 

ほとんど来ない  3 点 

 

【2】質問票から 

（1） 妊娠についての気持ち（困っている・

なんとも思わない）  1 点 

（2） 夫の気持ち（困っている・なんとも思

わない）   1 点 

（3） 子育ての協力者がいない   2 点 

（4） 経済的に困っている   1 点 

（5） 医療費未払いあり  1 点 

（6） 未入籍+入籍予定がない   1 点 

（7） 被虐待歴   2 点 

（8） DV   2 点 

（9） 相談内容、上の子も問題   0～2 点 

（10） 本人、パートナーの危険薬物の使用や 

収監歴など  3 点 

（11） 最近の精神状態  1 点 

（12） 妊娠中タバコ  1 点 

（13） 妊娠中アルコール  1 点 

（14） 夫との会話  1 点 

（15） 育児の心配  0-2 点 

（16） 赤ちゃん用品の準備  1 点 

 

【3】看護師・助産師・保健師の面談から 

（1） 前回、未受診妊婦  3 点 

（2） 上の子への虐待等での介入歴  3 点 

（3） ステップファミリー（子連れ再婚）、シ
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ングル等家庭環境が複雑  2 点 

（4） 住所不定  2 点 

（5） 本人や家族から受ける印象  0～3点 

（6） 話の要領を得ない  2 点 

（7） 養育の問題があり、児と同時に退院し

ない  3 点 

 

【4】エジンバラ産後うつ調査票（EPDS） 

9 点以上  2 点 

 

【主要評価項目】 

・医療機関から行政機関に連絡した対象につい

て、行政機関での評価と対応およびその母児

の乳幼児健診の結果の照合 

 

【副次的評価項目】 

・妊娠産後の医療機関から行政機関への連絡対

象数 

・保健師面談で支援対象と判断した例と問診

票・チェックリストの点数から抽出された例

の比較（GroupA の医療機関のみを対象） 

・妊娠中の問診票と産後 1 か月健診の問診票、

EPDS の比較 

・妊娠中の行政機関から医療機関への連絡対象

件数 

・行政機関から連絡した対象についての、医療

機関での評価と対応 

 

（倫理面への配慮） 

あり 

 

2．シンポジウム 

演者のメンバー構成： 

厚労省担当部署課長、産科医師、病院助産師、

行政保健師、大学講師 

 

 

C．研究結果 

1．ツールの開発 

「方法」に記載した。 

 

2．各演者の発表要旨 

1）我が国の母子保健施策を国の立場から 

 健やか親子２１（第１次）では、74 項目の

評価指標のうち約 8 割（60 項目）が改善し、

大きな成果を上げた。しかしながら、変わらな

かった 8項目、悪くなった 2項目の多くは「心

の問題」であり、昨年度からスタートした健や

か親子２１（第２次）では、「心の問題」への

対応が求められる。 

健やか親子２１は、母子保健の国民運動計画

として実施されてきたが、主役であるはずの

「親子」の取組が示されてこなかった。「心の

問題」には親子関係が深く関わっており、全て

の「親子」に行動変容を促すようなポピュレー

ションアプローチの取組を強化する必要があ

ると考えている。例えば、米国保健福祉省のレ

ポートなども参考に「健やかな親子 10 か条（仮

称）」のようなものを作成し、理想的な親子像

を提示することが考えられる。かつての日本は、

非常に良い育児文化を持っていた。体罰に対す

る認識を変えていくような取組も必要ではな

いか。「健康な家族」は、地域との社会的な繋

がりがあるといわれている。個々の「子育て家

庭」を、地域に開かれた「健康な家族」にする

ことを通じて、「健康な地域」を作るような「地

域づくりのパラダイム転換」も求められている。 

今後、平成 32 年度末までに子育て世代包括

支援センターを全国展開していく予定である

が、同支援センターの取組を通じて、ポピュレ

ーションアプローチと、ハイリスクアプローチ

を組み合わせた、効果的な母子保健施策を展開

していくことが求められる。 
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2）周産期医療にかかわる産科医師の立場から 

「要支援妊婦を支える」 

要支援妊婦の抽出と支援には、児童虐待を念

頭に置くことが必要である。そのためには、質

問紙調査のみより面談を行う方が要支援妊婦

の抽出率が上昇するものの、保健（行政）機関

では妊娠中に妊婦と接する機会が少なく、妊娠

届出時の質問紙調査や面談だけでは、要支援妊

婦の抽出は不十分である。妊婦健康診査を受診

している限り、医療機関の方が妊婦との接点が

多いので、妊娠期および産褥直後からの支援を

必要とする対象の抽出には、医療機関の役割が

大きい。医療機関における、妊婦健康診査には

①健康状態の把握②検査計測③保健指導④必

要に応じた医学的検査の実施が含まれている。

保健指導において、妊娠初期に支援が必要な妊

婦や家庭を抽出し、妊娠中から医療機関および

行政機関で支援を開始することが必要である。

しかしながら、この問題に不慣れな医療機関に

ついては、問診票や要支援妊婦の判断材料とな

るスコアリングの提案も必要である。また、保

健指導におけるスキル向上のための教育プロ

グラムが必要となる。対象の選定には、スコア

リングは参考になるが、内容によってレベル分

類が必要であり、カンファレンスでの決定が望

ましいなど、医療機関での課題は残されている。 

 

3）病院助産師の立場から 施設におけるハイ

リスク母児の支援 －ハイリスク親子支援

対策チームの実際－  

ハイリスク親子支援対策チームの概要（目的、

チーム構成、会議方法、ハイリスク親子の登録

方法）と実績（2007 年～2015 年までの登録数、

登録した理由、支援時期、1回の会議の検討数、

2015 年の詳細など）を報告した。また、妊娠

期から介入する効果を説明した事例の紹介か

ら、信頼関係が築きやすく（子どもだけではな

く、母親の支援ができる）、地域関係機関との

役割が明確になり協力して支援できる等の取

り組みによる効果がみられている。 

妊娠期から支援するための課題として、以下

の課題が抽出された。①助産師等の経験や能力

の差によって、ハイリスク親子の抽出や支援に

差が生じる。②面接技法を含めた能力の習得が

必要である。特に、精神疾患に関して更なる向

上が必須である。③切れ目のない連携をするに

は、職種間の役割をお互い尊重しながら共通言

語で情報共有することが大切である。また、顔

がみえる環境での会議等は有効である。④ハイ

リスク母児の女性達の支援は、時間や労力を要

する。医療機関の使命や役割とはいえ、運営す

るのが難航する可能性もあるので、何らかの加

算や報酬を望む。⑤妊娠届時に保健師が面談す

る地域が増えている。しかしながら、施設でも

同じように面談している。妊婦にとっては同じ

ことを繰り返して聞かれていることになり、こ

こでも情報共有の体制づくりが必要である。 

 

4）行政保健師の立場から 「ハイリスク母子

の支援における医療機関（産科）との連携

について」        

虐待による死亡事例における割合をみると、

0歳児が44.0％ 0日時死亡が16.8％ このう

ち望まない妊娠の割合が 70.4％である。また、

母子健康手帳未発行が 17.6％ 妊婦健診未受

診が 21.7％となっており、虐待予防の観点か

らも産まれてくる大切な命を守る為にも、更に、

幸せな家庭を築く為にも、妊娠期から出産・育

児と切れ目のない支援が必要となる。特定妊婦

は、是非地域に連絡をいただき、妊娠期から病

院と地域とが連携し関わることが大切だと感

じる。また、地域の強みは、家庭を訪問できる

こと、様々なサービス紹介ができる事、育児不

安についていつでも相談にのれることである。
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妊婦の情報提供は、個人情報保護との関係上い

かがなものかという疑問があるが、児童福祉法

に「要保護児童・若しくは要支援児童及びその

保護者又は特定妊婦への適切な支援を図るた

めに必要な情報交換を行うとともに～」と規定

されており、2016 年の 10 月改正では、「支援

を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等

はその旨を市町村に情報提供するよう努める

ものとする」と定められた。この法律では個人

情報保護上違法ではないという解釈になり、必

要に応じて情報交換をしながら、必要な支援が

できる事が望ましいと考えられる。更に、病院

でのハイリスク親子支援対策会議に参加し、妊

婦や母子に対して医療と地域での切れ目のな

い関わりがもてて意味があると考える。飛び込

み出産や医師・助産師のいない中での自宅等で

の出産等、ハイリスク母児への切れ目のない支

援には、課題は多く残っているが、医療と地域

で連携を組み、できる事から安心・安全な出

産・育児を目指して支援をしていくことが重要

と考える。 

 

5）大学教育の立場から 産科医療機関と行政

機関の実情を踏まえたハイリスク母児への

連携支援について   

Ｓ区とＴ大学との官学連携で、「Ｓネウボラ

ネットワーク 切れ目のない支援」として産後

ケア事業を平成 28 年 4 月より子どもを安心し

て健やかに産み育てるために、妊娠・出産・育

児の切れ目ない支援が必要として、ホテルの一

室を利用し母児 1 組を日帰り型事業として開

始した。 

大学は教育機関として、母児のニーズを把握

し、適切な助産ケアを提供するため、大学院生

や教員、Ｍ区・Ｓ区の助産師会所属の助産師従

事者教育研修を施行し、さらに、事業評価まで

を実施する。 

Ｓ区の母子のニーズ調査から、日帰り、訪問、

外来などの相談事業を求める結果を得て、今後

は大学内に産後相談サポートセンターを設置

する予定である。大学は、地域の母子への身近

な相談機能や継続ケアのみならず、行政と病院

機関の間に位置することから、各施設への紹介

などのコーディネート機能を果たしていくこ

とが求められていると考える。 

 

D．考察 

シンポジウムの結果、以下の 3点が明らかと

なった。 

1．要支援妊婦を含むハイリスク母児への早期

支援にあたって、行政と関係機関との有機

的な連携を推し進めていくことが必須であ

る。その際、異職種間での共通言語による

情報共有が確実にできるコーディネーター

が必要であろう。 

2．早期からの支援が開始できるためには、各

関係機関では子育て支援サービスについて

さまざまな取組を継続して行く。さらに、

「子育て世代包括支援センター」が核とな

って、その地域内に住むすべての親子を、

誰もが「我が事」のように考えられるよう

な「外に開かれた」枠組みを作ることで、

「健やか親子」を地域で育んでいくことに

もつながる。 

3．ハイリスク母児の抽出および適切なケアの

実施のために、助産師の能力の差による格

差のない「意思決定や状況判断を伴う」指

導スキルの向上が重要である。そのために

は、教育プログラム構築やガイドライン作

成を行ないつつ、保健指導の充実に繋げる

ことが必要である。 

 

今回開発したツールは 1・3 を実践するもの

である。次年度の成果に期待したい。 
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E．結論 

様々な医療機関、行政機関でハイリスク母児

への対応は進んではいるものの、マンパワーの

問題等によりまだまだ不十分な状況である。今

回の研究で、医療機関における保健指導の際に

ハイリスク母児の抽出に利用できる問診票と

チェックリストを提案し、モデルとなる医療機

関、行政機関で実施する。点数化の妥当性、行

政機関への連絡を要する点数について検討し、

ゆくゆくこのツールの全国展開を目指す。その

ためには、地域ごと、医療機関の体制に合わせ

た変更が必要であると考えらえる。したがって、

モデルとなる医療機関、行政機関を複数選択し、

その中には、すでにハイリスク母児の対応、行

政機関との連携を行っている施設および現状

不十分である施設の 2 つのパターンを設定す

る。最終的な目標は、開発したツールを、全国

に展開し、妊娠期から支援の必要な妊婦を有効

に抽出し、妊娠中から行政機関と共同して支援

に当たることで、特に0歳、0か月の子供虐待、

産褥期の母親の自殺や心中を減らすことであ

る。 
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